
 

 

 平成 25 年 4 月 15 日

各    位 

会 社 名 株 式 会 社 ラ ン ド

代 表 者 の
役 職 氏 名

代表取締役社長  松 谷 昌 樹

（コード番号 8918 東証第一部）

問 合 せ 先 常務取締役管理部長 佐 瀬 雅 昭

電 話 番 号 0 4 5 － 3 4 5 － 7 7 7 8 （ 代 表 ）

 

第三者調査委員会からの勧告書（要旨）の受領について 

 

 当社は、平成 24 年 12 月 7 日付「第三者調査委員会設置に関するお知らせ」にて開示いたしま

したとおり、平成 24 年 12 月 5 日に、当社が、金融商品取引法違反（有価証券報告書の虚偽記載）

容疑で証券取引等監視委員会及び神奈川県警の調査を受け、当社の会計処理に疑義が生じたため、

当社と利害関係のない専門家による第三者調査委員会（以下「第三者調査委員会」といいます。）

を設置し、平成 24 年 12 月 18 日付「第三者調査委員会の調査の詳細に関するお知らせ」にて開示

いたしました通り、調査（以下「本件調査」といいます。）を進めております。 

第三者調査委員会から、本件調査の過程で、添付の勧告書（要旨）を平成 25 年 4 月 2日に受領

いたしましたのでご報告申し上げます。 

 

なお、第三者調査委員会による本件調査は、現在も継続中であり、完了したものではありませ

ん。 

そのため、当社は、添付の勧告書（要旨）において、第三者調査委員会が赤坂物件（添付の勧

告書（要旨）に定義された意味を有します。）を固定資産として計上することを是認しているわけ

ではないこと、当該固定資産を減損計上すべきであるとの意見を述べているわけではなく、他方

で、当社の会計処理が不適切であったことを断定したものでもないものと認識しております。 

また、添付の勧告書(要旨)に記載された「Ａ社作成の不動産調査報告書」の中で『Project Value』

と『Market Value』と表示されているものが、同勧告書(要旨)においては『Project Value』と『市

場価格』と記載されております。なお、同勧告書（要旨）に記載されている『市場価格』が会計

上の市場価格を意味するものか否かは確認できておりません。 

 

以 上 
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